
Anexo-5: Esquema de la Cooperación Financiera No Reembolsable de Japón 

para la Prevención de Desastres y Reconstrucción 

El Gobierno de Japón (en adelante referido como en "GOJ") está implementando reformas 
organiz~tivas para mejorar la calidad de .las operaciones de la Asistencia Qficial para el 
Desarrollo, y como parte de estas. reorganizaciones, una nueva ley de JI CA entró en vigor 
el 1 de octubre de 2008. En base a esta ley y la decisión del GOJ, JICA se ha co"nvertido 
en el organismo ejecutor de la Cooperación Financiera No Reembolsable para Proyectos 
Generales, de la Pesca y de Cooperación Cultural, entre otras. 

La Cooperación Financiera es un fondo_ no reembolsable proporcionado a un país 
receptor para adquirir las infraestructuras, equipos y servicios (servicios de ingeniería y 
transporte de productos, etc) para su desarrollo económico y social de acuerdo con las 
leyes y reglamentos pertinentes del Japón. La Cooperación Financiera No Reembolsable 
para la Prevención· de Desastre y Restauración es uno de los varios tipos de esquemas 
diseñados para ayudar a los paises afectados por desastres, en la prevención de 
desastres . y/o reconstrucción de los mismos. La Cooperación Financiera No 
Reembolsable no se suministra a través de la donación de materiales como tal. 

1. Procedimientos de la Cooperación Financiera No Reembolsable 

La Cooperación Financiera No . Reembolsable del Japón se suministra a través de los 
procedimientos siguientes: · 

o Estudio Preliminar 
-El Estudio realizado por JICA 

o Evaluación y Aprobación 
-Evaluación por el GOJ y JI CA, y Aprobación por el Gabinete Japonés 

o Autoridad para determinar la Implementación 
-Canje de Notas entre el GOJ y el país receptor 

o Acuerdo de Donación (en adelante referida como "G/A") 
-Acuerdo celebrado entre JI CA y el país receptor 

o Implementación 
-Implementación del Proyecto sobre la base del G/A 

2. Estudio Preliminar 

(1) Contenidp del Estudio 

. ' 

El objetivo del Estudio Preliminar consiste en proporcionar un documento base, necesario 
para la evaluación del proyecto por el GOJ y JICA. El contenido de dicho Estudio es el 
siguiente: 

La Confirmación de los antecedentes, objetivos y beneficios del Proyecto y la 
capacidad institucional de las instituciones competentes del país receptor, necesario 
para la ejecución del Proyecto. 

- Evaluación de la adecuación del Proyecto a ser impl_ementado bajo el esquema de la¡~~· ~ 
Cooperación Financiera No Reembolsable desde un punto de vista técnico, financiero, · 
social y económico. . . · 

La confirmación de los ítems acordados entre ambas partes, en relación con los 
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conceptos básicos del Proyecto. 

- Preparación de un esquema de diseño del Proyecto 

- Estimación de costos· del Proyecto 

El contenido de la solicitud original por el país receptor no es necesariamente aprobado 
en su_ forma original como el contenido del Proyecto de la Cooperación Financiera No 
Reembolsable. El diseño del Proyecto se confirma sobre la base de los lineamientos del 
esquema de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón. 

JICA solicita al gobierno del país receptor adoptar las medidas necesarias para lograr su 
autosuficiencia en la ejecución del Proyecto. Dichas medidas deberán ser garantizadas a 
pesar de· que puedan estar fuera de la jurisdicción de la institución del pafs receptor que 
en realidad implementa el Proyecto. Por lo tanto, la implementación del Proyecto se ve 
confirmada por todas las instituciones competentes del país receptor sobre la base de las 
Minutas de Acuerdo. · 

(2) Selección de Consultores 

Para la fluida implementación del Estudio, JICA emplea empresa(s) de consultoría(s).y 
selecciona la(s) empresa(s) sobre la base de las propuestas presentadas por las 
empresas interesadas. 

(3) Resultados del Estudio 

JICA revisa el informe de resultados del · Estudio y recomienda al GOJ evaluar la 
implementación del Proyecto, después de haber confirmado la idoneidad del Proyecto. 

3. E:squema de la Cooperación Financiera No Reembqlsable del Gobierno de Japón para 
la Prevención de Desastres y Reconstrucción 

(1) El E/N y el G/A 

Después de que el Proyecto es aprobado por el Gobierno de Japón, el canje de notas (en 
adelante referido como "el EIN") será fitirlado entre el GOJ y el gobierno del pafs receptor 
como compromiso para la asistehcia, el cual es seguido de la fihtla del G/A entre JI CA y el 
gobierno del país receptor para definir los artículos necesarios para implementar el 
Proyecto, tales como las condiciones de pago, las responsabilidades del gobierno del país 
receptor y las condiciones de adquisición. 

(2) Selección de Consultores 

Con el fin de mantener la consistencia técnica, la(s) empresa(s) consultora(s) que 
realice(n) el Estudio serán recomendados por JICA al país receptor para continuar 
trabajando en la implementación del Proyecto, después de la firma del EIN y el G/A. 

(3) Acuerdo Bancarios (B/A) 

El Gobierno -del pafs r_eceptor o su autoridad designada deberá abrir una cuenta, a 
nombre del gobierno del pafs receptor en un banco en Japón (en· adelante referido como 
"el · Banco"),- y deberá notificar a JICA por escrito, como se indica en el G/ A que se adjunta 
a este documento, sobre la finalización ·de los procedimientos para la ·apertura de la 
cuenta. JICA desembolsará la Cooperación Financiera No Reem~olsable mediante pagos 
en yenes japoneses a la cuenta durante el periodo mencionado en el G/ A y en o después 
de la fecha de recepción de la notificación por escrito mencionada an-teriormente. 

(4) Contrato con agente de adquisiciones 
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El país receptor concluirá un Acuerdo de Agente con el agente de adquisición designado 
estipulado en el EIN, con el fin de asegurar una fluida implementación del Proyecto. 

(5) Detalles de Procedimientos 

Los detalles de procedimientos en materia de contratación y servicios de bajo GADPR 
serán acordados entre las autoridades de los dos gobiernos interesados, al momento 
de la firma del G/A. 
Los puntos esenciales a ser acordados se descrjben de la siguiente manera: 

a) JICA supervisará la implementación del Proyecto. 
b) Los productos y servicios se adquirirán y se proveerán de acuerdo con 

"Lineamientos para Adquisiciones de la Cooperación Financiera No Reembolsable 
del Gobierno del Japón para la Prevención de Desastres y Reconstrucción (Tipo I
D)" de JICA. 

e) El País Receptor firmará un contrato con el Agente. 
d) El Agente es el representante que actúa en nombre del País Receptor en relación a 

todas las transferencias de fondos para el Proyecto. . 

(6) Puntos focales de los Lineamientos para Adquisiciones de la Cooperación _Financiera 
No Reembolsable para la Prevención de Desastres y Reconstrucción (Tipo 1-D) 

a) El Agente 
El Agente es la organ.iza~ión que presenta servicios de adquisición de productos y 
servicios en representación del Psís Receptor, en conformidad con el Acuerdo de 
Agente suscrito con el País Receptor. El Agente es recomendado si País Receptor 
por el Gobierno de Japón y acordado entre los dos Gobiernos en A/M. 

b) El Acuerdo de Agente 
El País Receptor sus·cribirá el Acuerdo de Agente, en principio, denfto de los dos 
meses siguientes a la firma del G/A, de acuerdo conA/M. El alcance de los servicios 
del Agente será claramente especificado en el Acuerdo de Agente. 

e) Aprobación del Acuerdo de Agente 
El Acuerdo de Agente se prepara como dos documentos idénticos y ls copia del 
Acuerdo de Agente será presentada a JI CA por el País Receptor a través del Agente. 
JICA confirmará si el Acuerdo de Agente se llevó a la conclusión de conformidad con 
el EIN, A/M, y G/A y los Lineamientos de Adquisiciones . de la Cooperación 
Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón para la Prevención de 
-Desastres y Reconstrucción f~ipo 1-D), para luego se aprueba el Acuerdo de Agente. 

El Acuerdo de Agente suscrito entre el País Receptor y el Agente entrará en vigencia 
después de la aprobación del mismo por parte de JICA en forma escrita. 

d) Formas de pago 
El Acuerdo de · Agente estipulará que respecto a las transferencias de fondos al Jfl/ 
Agente, el País Recepto~ deberá designar el Agente que actuará en su f/1~ 
representación y emitirá una Autorizaciójn General de Desembolso (BOA) a fin de 
transferir los fondos (en adelante referido como "Anticipos") desde la Cuenta de 
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Adquisiciones de la Cuenta del País Receptor. 
El Acuerdo de Agente indicará claramente que el pago al Agente s~ hará en yenes 
japoneses de los Anticipos y que el pago final a la agente se hará cuando la cantidad 
total restant~ sea menor al tres por ciento (3%) de la Donación y sus intereses 
devengados, excluyendo la remuneración del Agente. 

(1) Autorización General de Desembolso (BOA) 
Mediante la emisión de la. Autorización General de Desembolso (BOA) por el 
gobiefno del País Receptor hacia el Banco, el gobierno del País Receptor 
d~signa a un agente de adquisiciones cor:no el representante autorizado para 
actuar en su nombre en relación a todas las transferencias de la Donación· a una 
cuenta a nombre del Agente de Adquisiciones. 

e) Productos y servicios elegibles para adquisición 
Los productos y servicios a ser adquiridos serán seleccionados de entre aquellos 
definidos en el G/A. 

f) Forma de adquisiciones 
En el proceso de adquisición, se pondrá suficiente atención a la transpar~ncia en la 
selección de las empresas y para este propósito, se convocará, en principio, a una 
licitación pública. 

g) Adquisición adicional 
Si hay algún saldo restante después de la licitación pública y/o selectiva y/o 
negocia~ión directa de un contra~o, y si el País Receptor desea adquirir ítems 
adicionales, el agente estará autorizado a llevar a cabo estas adquisiciones 
adicionales, siguiendo los puntos mencionados a continuación: 

(1) Adquisición de los mismos productos y servicios 
Cuando los productos y servicios a ser adquiridos adicionalmente. sean idénticos 
a los . licitados ini~ialmente, y una nueva licitación pública se juzgue no ser 
eficiente, la adquisición adicional puede ser realizada por medio de un contrato 
negociado con el adjudicatario de la licitación inicial. 

(2) Otras Adquisiciones 
Cuando los productos y servicios distintos de los mencionados anteriormente en 
(1) sean objeto ·de cor:ttratación, la adquisición deberá realizarse mediante 
licitaci(m pública. En este caso, los productos y servicios para la adquisición 
adicional serán seleccionados de entre aquellos en conformidad con el G/A. 

h) Suscripción de los contratos 
Con el fin de adquirir productos. y servicios de conformidad con los lineamientos, el 
Agente suscribirá contratos con las empresas seleccionaqas mediante licitaciones 

1 
{ A 

públicas, u otros métodos. . 1/ f1{ 
(7) P~ís de ori.gen elegible f /' · 

En virtud de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón, en 
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principio, se adquirirán productos y serv1c1os japoneses, incluyendo transporte, o 
aquellos del Páís Receptor. Cuando JICA y el gobierno del País Receptor o su 
autoridad designada lo consideren necesario, la Cooperación Financiera No 
Reembolsable podrá ser utilizada para la compra de los productos o servicios de un 
tercer país. Sin embargo, los contratistas principales, concretamente, las empresas de 
con~trucción y adquisición, y la empresa consultora priocipal están limitados a 
"nacionales japoneses". (El· término "nacionales japoneses" se refiere a personas de 
nacionalidad· japonesa o a empresas japonesas controladas por personas de 
nacionalidad japonesa.) 

(8) Principales compromisos asumidos por el gobierno del País Receptor 

En la implementación un proyecto del Proyecto de Cooperación Financiera No 
Reembolsable, se requiere que el País Receptor asuma las medidas necesarias 
descritas en el Anexo-6. 

(9) Uso ~decuado 

Se requiere que el Gobierno del País Receptor mantenga y use adecuada y 
eficientemente las instalaciones construidas y los equipos adquiridos en el marco de la 
Cooperación Financiera No Reembolsable, así como asigne el persqnal necesario para 
su operación y mantenimiento, y asuma todos los costos que no estén cubiertos por la 
Cooperación Financiera No Reembolsable. 

(1 O) Exportación y reexportación 

Los productos adquiridos en el marco de la Cooperación Financiera No Reembolsable no 
podrán ser exportados o reexportados desde el País Receptor. 

(11) Cohsideraciones sociales y medioambiental~s 

El Psís _Receptor deberá cohsiderar cuidadosamente los impactos sociales y 
medioambientales ocasionsdos por el Proyecto y deberá cumplir con las regulaciones 
ambientales del País Receptor y los lineamientos socio-ambientales de JI CA. 
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Attachment 1 for Anexo-5 

Diagrama de Flujo de Procedimiento de Cooperación Financiera No Reembolsable del 
Gobierno del Japón 
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Attachment 2 for Anexo-5 
Flujo de Fondos y Servicios para la Implementación de la Cooperación Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón 
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~Esquema de la Coo~ración Financiera No Reembolsable de Japón 
Attachment 3 for Anexo-5 
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Annex-6: Compromisos Principales a ser asumidos por Cada Gobierno 

A ser 
A ser · 

No. Ítems asumido por 
asumido por 

el Pafs 
la Donación 

Receptor 

1 Asegurar los terrenos para la implementación del Proyecto y desalojar los sitios • 
2 Construir infraestructUras en caso sea necesario e Instalar los equipos <•) (.) 

3 
Asegurar un pronto desembarque y desaduanaje de los productos en los puertos de llegada en el 
Pafs Receptor y asistir en el transporte interno de los productos 

1) Transporte Marftimo (Aéreo) de los productos desde Japón al Pafs Receptor • 
2) Pago de impuestos y aranceles de los productos en el puerto de .desembarque • 
3) Transporte interno desde el puerto de desembarque hl;ll!ta los lugares del Proyecto <•) <•) 
Asegurarse que el pago de aranceles de aduana, impuestos internos y otras cargas fiscales que 

4 
pueden ser impuestas en el Pafs Receptor con respecto a la adqui<;ición de productos y servicios, • asf como la contrataéión del Agente sean asumidos por la Autoridad sin hacer uso de la Don!lci 
ón.y sus interés devengados 

Prestar a los nacionales japoneses y/o nacionales de terceros pafses, incluyendo aquellos 
nacionales empleados por el Agente, cuyos servicios puedan ser requeridos. en relación al 
suministro de los productos y servicios, aquellas facilidÍldes para su ingreso y ~stadfa en el Pafs 

5 Receptor para el desempefto de sus funciones (El término "nacionales" cuando sea usado en el • G/ A se refiere a personas fisicas japonesas o personas jurídicas japonesas contratadas por 
personas fisicas japonesas en el caso de nacionales japoneses, y personas flscas o juÍidica5 de 
terceros pafses el caso de nacionales de terceros paises) 

6 
Asegurar que los productos sean mantenidos y usados de manera adecuada y con eficacia para • la implementación del Proyecto 

7 
Asumir todos los costos, que no sean cubiertos por la Donación y sus intereses devengados, • necesarios para la ejecuéión del Proyecto 

8 
Asumir las siguientes conmiones pagaderas al banco japonés por servicios bancarioS en ~e al 
Acuerdo Bancario 

1) Pago de comisiones bancarias •• 
9 Otorgar las debidas consideraciones medioambientales y sociales en la implementación del Proyecto. • 
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Anexo-7: Cronograma Tentativa de Operación 
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Anexo-S. Termino de Referencia y Miembros del Comité Consultivo 

Términos de Referencia del Comité Consultivo . 

l. Confrrmar un calendario de implementación del Proyecto para la utilización rápida y 
efectiva de la Donación y los intereses devengados; 

2. Discutir las modificaciones al Proyecto, incluyendo las modificaciones de diseño de las 

infraestructuras; 

3. Intercambiar puntos de vista sobre la asignación de la Donación y sus intereses 

devengados, así como sobre los posibles usuarios finales; 

4. Identificar problemas que pueden retrasar la utilización de la Donación y los intereses 

devengados, y explorar soluciones a dichos problemas; 

5. Intercambiar opiniones sobre la publicidad relacionada con la utilización de la 

Donación y sus intereses devengados, y 

6. Discutir sobre cualquier otro asuntoque pueda surgir de o en rel~ción a el G/ A. 

' 
Miembros del Comité Consultivo 

Punto Focal 

Parte Salvadoreña 

Parte Japonesa 

Observador 

~\ 

RREE 

MARN 

Protección Civil 

· JI CA (incluyendo JICA Study Team) 

Embajada del Japón (en calidad de observador) 

Agente de Adquisiciones 
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5. サイト候補地調査結果 

地震計システム、ブロードバンド観測システム（1/2） 

 

サイト番号 K-1 K-2 K-3 K-4 - K-5 - - K-6 - 
調査実施日 2012.06.05 2012.06.05 2012.06.05 2012.06.05 2012.06.06 2012.06.07 2012.06.06 2012.06.06 2012.06.06 2012.06.01 

サイト名 

Casa 
Presidencial 
(Monitoring 
well)

Sem San José 
de La Montaña 
(Monitoring 
well)

DIGESTYC 
(Monitoring 
well) 

ITCA 
Santa Tecla  

Colegio Liceo 
Castilla 

Alcaldía de 
Panchimalco 

Alcaldía de 
Zaragoza 

Alcaldía de 
Tonacatepequ
e 

Alcaldía de 
Quezaltepequ
e 

CEPA 
La Unión 
(Same as G-7) 

緯度 13.686 13.703 13.714 13.674 13.744 13.612 13.589 13.780 13.835 13.335 
経度 -89.240 -89.224 -89.170 -89.279 -89.363 -89.180 -89.289 -89.118 -89.272 -87.845 

共
通

条
件

 

1 機材設置場所の使用可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 
（設置場所の概要） 大統領府庭

の既設観測
井戸

教会庭の既
設観測井戸 

統計局庭の
既設観測井
戸

大学内事務
所 

大学内事務
所 

市役所事務
室 

市役所事務
室 

市役所事務
室 

市役所受付 港湾局敷地
内庭の一角 

（用地所有者、承諾要） Casa 
Presidencial 

San José de 
La Montaña 
Church

Ministry of 
Economic 

ITCA Colegio Liceo 
Castilla 

Municipality Municipality Municipality Municipality CEPA 

2 機材設置場所のセキュリティー 確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる.

確保されて
いる. 

3 通信設備への接続の可否 可 
MARN によ
るインター
ネット接続
の確保要

可 
MARN によ
るインター
ネット接続
の確保要

可 
MARN によ
るインター
ネット接続
の確保要

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
MARN によ
るインター
ネット接続
の確保要

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

4 電源設備への接続の可否 可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り

可 
既設電源コン
セント有り 

1.
 地

震
計

シ
ス

テ
ム

 

1 機材据付用建屋の使用可否 可 
既設立坑有
り（上下 2 台
設置可能） 

可 
既設立坑有
り。MARN に
よる補修・清
掃要 

可 
既設立坑有
り。MARN に
よる補修・清
掃要 

可 
既設建物内
の部屋に設
置 

可 
既設建物内
の事務室に
設置 

可 
既設建物内
の部屋に設
置 

可 
既設建物内
の事務室に
設置 

可 
既設建物内
の倉庫に設
置 

可 
既設建物内
の受付に設
置 

可 
MARN が
CEPA の許可
の下で CNR
に建屋（2.5 x 
2.5m）設置依
頼する。 

2 床の状況（固定金具に耐えうるコ
ンクリート基礎を有すること。地
階が望ましく、フリーアクセス床
は不適） 

可 
既設コンク
リート台座
（40 cm x 40 
cm）有り 

可 
既設コンク
リート台座
（60 cm x 40 
cm）有り 

可 
既設コンク
リート台座
（60 cm x 40 
cm）有り 

可 
MARN がタ
イルを取り
外し、コンク
リート台座
を設置する。

可 
タイルを取
り外さずに
既設コンク
リート基礎
の中にアン
カーボルト
を打ち込む。

可 
MARN がタ
イルを取り
外し、コンク
リート台座
を設置する。

可 
MARN がタ
イルを取り
外し、コンク
リート台座
を設置する。

可 
MARN がタ
イルを取り
外し、コンク
リート台座
を設置する。

可 
MARN がタ
イルを取り
外し、コンク
リート台座
を設置する。 

可 

3 土地の状況（埋立地、傾斜地、ダ
ム堤防等不適）

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 

4 周辺状況・障害物の有無（崖、鉄
塔、電柱、花壇、駐車等の付近は
不適）

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 

5 地下埋設物の有無（埋設管、地下
タンク、地中ケーブル等の地上部
は不適）

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 

設置可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 

※赤字は「エ」国側実施機関（MARN）が実施する、または MARN が用地所有者、関連機関に対し書面により承諾を取り付ける必要のある項目を示す。 
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地震計システム、ブロードバンド観測システム（2/2） 
 

サイト番号 K-7 - - K-8 - B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 
調査実施日 2012.06.08 2012.06.01 2012.06.08 2012.05.31 2012.06.07 2012.06.05 2012.06.04 2012.06.05 2012.06.05 2012.06.11 

サイト名 
CNR 
San Miguel

CNR 
Usulután

Ciudad 
Barrios

Lomas de 
Alarcon

CNR 
Zacatecoluca

Jayaque Tacachico San Andres Las Pavas Las Nubes 

緯度 13.474 13.343 13.761 13.998 13.508 13.654 13.970 13.803 13.713 13.902 
経度 -88.171 -88.443 -88.265 -89.780 -88.869 -89.449 -89.353 -89.395 -88.937 -89.780 

共
通

条
件

 

1 機材設置場所の使用可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 
（設置場所の種類） 登記局内サ

ーバー室 
登記局内倉

庫 
コーヒー工
場事務所棟 

農場内の既
設観測小屋 

登記局内倉
庫 

私有地内既
設観測小屋 

農場内の既
設観測小屋 

農業開発セ
ンター内既
設観測小屋

防衛省通信
施設内既設
観測小屋

農場内の既
設観測小屋 

（土地所有者、承諾要） CNR CNR Private 
(Coffee 
company 
society)

Private (Ms. 
Celin Najarro)

CNR 
（2012年9月
まで全面改
修工事中）

Private 
(Ms. Carolina 
Gonzalez) 

Private 
Farmer 
(Mr. Cristobal 
Granados)

CEDA 
(Agricultural 
Development 
Center)

Ministry of 
Defense 

Private (Mr. 
Benjamin 
Cáceres) 

2 機材設置場所のセキュリティ
ー 

確保されて
いる. 

確保されて
いる. 

確保されて
いる. 

確保されて
いる. 

確保可能 
MARN が
CNR へ依頼
する。 

確保されて
いる 

既設建屋は
施錠され、フ
ェンスで囲
まれている。

確保されて
いる 

既設建屋は
施錠され、フ
ェンスで囲
まれている。

確保されて
いる 

既設建屋は
施錠され、フ
ェンスで囲
まれている。

確保されて
いる 

既設建屋は
施錠され、フ
ェンスで囲
まれている。

確保されて
いる. 

3 通信設備への接続の可否 可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置

可 
既存インタ
ーネット接
続有り 

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置

可 
本計画にて
送信機及び
アンテナを
設置 

4 電源設備への接続の可否 可 
既設電源コ
ンセント有
り 

可 
既設電源コ
ンセント有
り 

可 
既設電源コ
ンセント有
り 

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置 

可 
既設電源コ
ンセント有
り 

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置 

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置（MARN
により既設
ソーラーパ
ネルの位置
調整要）

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置 

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置（MARN
により既設
ソーラーパ
ネルの位置
調整要）

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置（MARN
により既設
ソーラーパ
ネルの位置
調整要） 

1.
 地

震
計

シ
ス

テ
ム

 

1 機材据付用建屋の使用可否 可 
既設建物内
のサーバー
室に設置

可 
既設建物内
の倉庫に設
置

可 
既設建物内
の事務室に
設置

可 
既設建物内
に設置 

可 
既設建物内
の倉庫に設
置 

可 
既設建物内
に設置 

可 
既設建物内
に設置 

可 
既設建物内
に設置 

可 
既設建物内
に設置 

可 
既設建物内
に設置 

2 床の状況（固定金具に耐えうる
コンクリート基礎を有するこ
と。地階が望ましく、フリーア
クセス床は不適） 

可 
MARN によ
り床タイル
撤去及びコ
ンクリート
架台設置要

可 
MARN によ
り床タイル
撤去及びコ
ンクリート
架台設置要

可 
MARN によ
り床タイル
撤去及びコ
ンクリート
架台設置要

可 
地震計設置
用基礎有り 

可 
MARN によ
り床タイル
撤去及びコ
ンクリート
架台設置要

可 
MARN によ
り立坑設置
要 

可 
MARN によ
り立坑設置
要 

可 
MARN によ
り立坑設置
要 

可 
MARN によ
り立坑設置
要 

可 
既設立坑内
に設置 

3 土地の状況（埋立地、傾斜地、
ダム堤防等不適） 

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 
MARN によ
り草刈り要

問題なし 

4 周辺状況・障害物の有無（崖、
鉄塔、電柱、花壇、駐車等の付
近は不適）

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 

5 地下埋設物の有無（埋設管、地
下タンク、地中ケーブル等の地
上部は不適）

問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 
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サイト番号 K-7 - - K-8 - B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 
調査実施日 2012.06.08 2012.06.01 2012.06.08 2012.05.31 2012.06.07 2012.06.05 2012.06.04 2012.06.05 2012.06.05 2012.06.11 

サイト名 
CNR 
San Miguel

CNR 
Usulután

Ciudad 
Barrios

Lomas de 
Alarcon

CNR 
Zacatecoluca

Jayaque Tacachico San Andres Las Pavas Las Nubes 

緯度 13.474 13.343 13.761 13.998 13.508 13.654 13.970 13.803 13.713 13.902 
経度 -88.171 -88.443 -88.265 -89.780 -88.869 -89.449 -89.353 -89.395 -88.937 -89.780 

2.
 ブ

ロ
ー

ド
バ

ン
ド

 
観

測
シ

ス
テ

ム
 

1 1. 地震計システムのすべての
条件（1.1 ~ 1.5）を満足するこ
と。 

     満足 満足 満足 満足 満足 

2 立坑の設置可否（断熱材により
センサー周辺温度を一定保持
する） 

     可 
MARN によ
り立坑設置
要（1m x 1m、
深さ 1m、上
部蓋含む）

可 
MARN によ
り立坑設置
要（1m x 1m、
深さ 1m、上
部蓋含む）

可 
MARN によ
り立坑設置
要（1m x 1m、
深さ 1m、上
部蓋含む）

可 
MARN によ
り立坑設置
要（1m x 1m、
深さ 1m、上
部蓋含む）

可 
既設立坑内
に設置 

3 上記 2 が不可の場合、コンクリ
ート基礎設置の可否

     N/A N/A N/A N/A N/A 

4 上記 3 が可能な場合、空調設備
設置の可否

     N/A N/A N/A N/A N/A 

設置可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 

※赤字は「エ」国側実施機関（MARN）が実施する、または MARN が用地所有者、関連機関に対し書面により承諾を取り付ける必要のある項目を示す。 



 

 

A
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サイト候補地調査結果：GPS 観測システム 
 

サイト番号 - G-1 G-2 - - - - - G-3 - 
調査実施日 2012.05.30 2012.05.31 2012.06.29 2012.05.31 2012.06.01 2012.06.08 2012.06.01 2012.06.04 2012.06.11 2012.05.30 

サイト名 
Puerto de 
Acajutla, 
Sonsonate 

Lomas de 
Alarcon 

5th Infantry 
Brigade, San 
Vicente

CNR 
Santa Ana 

CNR 
Usulután 

Ciudad Barrios  Puerto Cutuco, 
La Unión 

Presa Guajoyo Las Nubes Puerto de La 
Libertad 

緯度 13.576 13.998 13.637 13.979 13.343 13.761 13.331 14.227 13.902 13.487 
経度 -89.834 -89.780 -88.792 -89.557 -88.443 -88.265 -87.825 -89.477 -89.780 -89.319 

共
通

条
件

 

1 機材設置場所の使用可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 
（設置場所の概要） 港湾局事務所

屋上 
農場内の既設
観測小屋

第 5 歩兵旅
団倉庫

登記局建屋 登記局建屋 コーヒー工場
事務所棟

港湾局敷地内
庭の一角

水力発電所管
理棟屋上

農場内の既設
観測小屋

観光局建屋 

（土地所有者、承諾要） CEPA Private (Ms. 
Celin Najarro) 

5th Infantry 
Brigade 
San Vicente 

CNR CNR Private (Coffee 
company 
society) 

CEPA CEL 
(Commission 
Executive 
Lempa, State 
Property)

Private (Mr. 
Benjamin 
Cáceres) 

MITRU/Corsd
atur 

2 機材設置場所のセキュリティー 確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されて
いる.

確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されてい
る.

確保されてい
る. 

3 通信設備への接続の可否 可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
本計画にて送
信機及びアン
テナを設置 

可 
MARN によ
るインター
ネット接続
の確保要

可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
既存インター
ネット接続有
り 

可 
本計画にて送
信機及びアン
テナを設置 

可 
MARNによる
インターネッ
ト接続の確保
要 

4 電源設備への接続の可否 可 
既設電源コン
セント有り 

可 
本計画にて太
陽光発電シス
テムを設置 

可 
本計画にて
太陽光発電
システムを
設置 

可 
既設電源コン
セント有り 

可 
既設電源コン
セント有り 

可 
既設電源コン
セント有り 

可 
既設電源コン
セント有り 

可 
既設分電盤有
り 

可 
本計画にて太
陽光発電シス
テ ム を 設 置
（MARNによ
り既設ソーラ
ーパネルの位
置調整要） 

可 
既設電源コン
セント有り 

3.
 G

P
S
観

測
シ

ス
テ

ム
 

1 設置場所の適性（強震計近隣が
望ましい） 

強震計近隣で
はないが問題
なし 

本計画にて強
震計設置を設
置する

強震計近隣
ではないが
問題なし

強震計近隣で
はないが問題
なし

強震計近隣で
はないが問題
なし 

本計画にて強
震計設置を設
置する

強震計近隣で
はないが問題
なし

1km 離れた場
所に既設強震
計有り

強震計近隣で
はないが問題
なし

強震計近隣で
はないが問題
なし 

2 床の状況（屋根の上は不適。強
震計を設置した建屋の屋上が望
ましい。） 

2 階建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要

平屋建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARN にてコ
ンクリート架
台を設置要

平屋建て屋
根。 
MARN にて
柱を増設す
る。 

平屋建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARN にてコ
ンクリート架
台を設置要

平屋建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要

2 階建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要

MARN が
CEPA の許可
の下で CNR
にコンクリー
ト架台設置依
頼する。 

5 階建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要

平屋建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要 

2 階建て屋根
の柱の上に設
置するが躯体
上のため問題
ない。 
MARNにてコ
ンクリート架
台を設置要 

設置可否 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 

※赤字は「エ」国側実施機関（MARN）が実施する、または MARN が用地所有者、関連機関に対し書面により承諾を取り付ける必要のある項目を示す。 
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サイト候補地調査結果： 潮位観測システム、津波監視カメラシステム 
 

 
サイト番号 T-1 - W-1 W-2 - - 
調査実施日 2012.05.30 2012.06.04 2012.05.30 2012.05.30 2012.06.04 2012.06.01 

サイト名 
Puerto de La Libertad  Puerto el Triunfo Puerto de Acajutla, 

Sonsonate  
Puerto de La Libertad Costa del Sol Puerto Cutuco, La 

Unión
緯度 13.483 13.266 13.575 13.487 13.325 13.331 
経度 -89.317 -88.551 -89.833 -89.319 -89.963 -87.824 

共
通

条
件

 

1 機材設置場所の使用可否 可 可 可 可 可 可 
（設置場所の概要） 桟橋先端部 桟橋先端部 港湾局事務所屋上 観光局事務所屋上 リゾートマンション

屋上
港湾局事務所屋上 

（土地所有者、承諾要） CENDEPESCA Ministry of Defense CEPA MITRU/Corsdatur Costa Real CEPA
2 機材設置場所のセキュリティー 確保されている. 確保されている. 確保されている. 確保されている. 確保されている. 確保されている. 
3 通信設備への接続の可否 可 

本計画にて送信機及
びアンテナを設置 

可 
本計画にて送信機及
びアンテナを設置 

可 
既存インターネット
接続有り 

可 
MARN によるインタ
ーネット接続の確保
要

可 
MARN によるインタ
ーネット接続の確保
要

可 
既存インターネット
接続有り 

4 電源設備への接続の可否 可 
本計画にて太陽光発
電システムを設置

可 
本計画にて太陽光発
電システムを設置

可 
既設電源コンセント
有り

可 
既設電源コンセント
有り

可 
既設電源コンセント
有り

可 
既設電源コンセント
有り

4.
 潮

位
計

測
シ

ス
テ

ム
 

1 船舶が接近しないこと 問題なし 問題なし    
2 高波の影響がないこと 問題なし 問題なし    
3 センサー直下の海底が露出しない

こと
問題なし 問題なし        

4 センサー直下に障害物が無いこと 問題なし 問題なし    
5 床の状況（固定金具に耐えうるコン

クリート基礎を有すること 
問題なし MARN が防衛省の許

可 の 下 で Ayuda en 
Accion に桟橋の拡張
工事を依頼する。

       

6 潮位計センサー部と送信機部を同
じ場所に設置する場所を確保でき
ること（2m x 2m） 

問題なし 問題なし        

7 上記 6.が不可の場合、桟橋近くに送
信機を設置する場所を確保できる
こと

N/A N/A         

5.
 津

波
監

視
カ

メ
ラ

シ
ス

テ
ム

1 潮位計近隣であること（推奨）    既 設 潮 位 計 か ら 約
200m 離れた位置。

既 設 潮 位 計 か ら 約
200m 離れた位置。

近隣には無い。 既 設 潮 位 計 か ら 約
500m 離れた位置。 

2 データ伝送方法（Wi-Fi、ケーブル、
指向性 Wi-Fi） 

   既存インターネット
回線にケーブル接続 

MARN が新設するイ
ンターネット回線に
ケーブル接続

MARN が新設するイ
ンターネット回線に
ケーブル接続

既存インターネット
回線にケーブル接続 

設置可否 可 可 可 可 可 可 

※赤字は「エ」国側実施機関（MARN）が実施する、または MARN が用地所有者、関連機関に対し書面により承諾を取り付ける必要のある項目を示す。 

 



 

 

資料－６  ソフトコンポーネント計画書 
 



 
 

ペルー・エルサルバドル国 
広域防災システム整備計画 

 
（エルサルバドル編） 

 
 
 
 
 
 

ソフトコンポーネント計画書 
 

 
 
 
 
 
 

平成 25 年 1 月 
 

協力準備調査団 
八千代エンジニヤリング株式会社 

一般財団法人 気象業務支援センター 

6.  ソフトコンポーネント計画書
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1. ソフトコンポーネントを計画する背景 

本計画のエルサルバドル国（以下、「エ」国と称す）側実施機関である環境天然資源省（以下、MARN

と称す）では、現在、国内各地に地震計 49 ヶ所、潮位計 2 ヶ所並びに GPS 観測所 5 ヶ所を配置し、首

都サンサルバドルにある MARN 本部の「MARN システム」と呼ばれる集中監視システムに接続され、観

測データの取得・監視が行われている。しかしながら、現在の MARN の地震・津波観測における実情と

しては、観測データから取得される地震波形をモニターに表示し、米国地質調査所（USGS）等が開発し

たアプリケーションにて自動的に計算される地震の震源情報（震源位置やマグニチュードなどの情報）

や、GPS データから得られた地盤変動値を自動的に表示するのみであり、潮位計データについても、取

得された潮位波形をモニターに表示し、MARN の職員がその波形を監視するといった活動に限られて

いる。特に、広帯域地震計も導入されているが、その能力を生かすような設置方法やデータ解析が行わ

れていない。 

本計画において、地震計については従来の短周期地震計や強震計とともに、広帯域地震計も整備さ

れることから、これらの地震計から得られるデータの活用や自動的に解析される震源情報の評価・再解

析に関る技術の導入が、地震観測の精度を高め津波予測の改善にも繋がることになる。また、GPS から

得られる地盤変動データは、火山動に伴う地盤変動や広域的・長期的なプレート移動や歪の集中等の

情報が解析され、周辺諸国への裨益効果も高い。さらに、潮位計から得られる潮位変動データから、通

常の潮汐成分やサイクロンに伴う高潮成分、海底地震に伴う津波成分などを判別する必要がある。また

潮位観測データは津波監視のみならず、水準点解析や船舶航路の安全管理、港湾等の工事用基準

面の策定等にも寄与するため、その利活用は公共への裨益も大きい。 

本計画調達機材の操作、維持管理については、本計画の機材調達業者による初期操作指導及び運

用指導を通じて MARN 側へ技術移転が行われる。しかしながら、MARN 職員における地震・津波観測

に係る基礎知識の定着、並びに上記のようなデータ解析技術習得について、MARN から強い要望があ

ったため、ソフトコンポーネントを実施し技術移転を行う。MARN 職員は日本製品の取扱いや日本式の

データ解析技術については経験が浅いが、一般的な地象・海象に対する基礎知識や、既存の潮位計、

地震計を運用するための技術的能力はあり、それらを利用した解析に関する工学的な技術も保有して

いるため、本コーポ―ネントを利用することで、本計画で調達された機材を有効に活用することは可能と

なると判断される。 

2. ソフトコンポーネントの目標 

MARN 職員が、調達される機材で得られるデータを主体的に解析し、防災情報の発信に利用できるよ

うになる。 
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3. ソフトコンポーネントの成果 

ソフトコンポーネントの実施により、次のような成果が期待される。 

① 自然現象及び観測機器に関する基礎知識が習得され、観測データから有益な防災情報を抽出

できるようになる 

② 観測データの適切な品質管理が行われ、適切に編集・保管されるようになる 

③ 観測データが適切に解析され、防災情報に利用されるようになる 

4. 成果達成度の確認方法 

分 野 成 果 成果の確認方法 

① 地震計 基礎知識の習得と観測機器

の理解 
 
1. 地震発生機構と地震波

の伝達について理解す

る 
2. 地震計の種類と観測原

理を理解する 
3. 取 得 さ れ る デ ー タ （ 変

位、速度、加速度）の違

いがわかる 
4. 観測データから解析す

べき情報を判断できる 

理解度を確認するために、各項目に対して各講師が作成

したテストを実施する。合格点に至らず、目標達成のため

の理解が不足していると判断された受講者に対しては補

修・追試を実施することとする。 

観測データの品質管理と編

集・保管 
1. 異常データの判別、削

除、修正ができる 
2. 観測データを外部記憶

装置に保存し、適切に保

管できる 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の地震波形データの中から講師が典型的な事例を

抽出し、研修内容に見合う判断（異常データの確認、修正

もしくは削除）ができるかを見極める。但し数値的な評価

（点数表記等）はできないが、研修員が地震波形データを

操作し、データ修正や保存の行為ができることを確認す

る。 
観測データの解析と防災情

報の抽出 
1. 震源要素の算定方法を

理解する 
2. 観測データを再解析し、

震源要素の修正を行う 
3. 地 震 発 震 機 構 の 解 析

（CMT 解の解析）方法を

理解する 
4. 防災情報の作成 
5. 津波発生判定フローの

見直しを行う 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の地震波形データの中から講師が典型的な事例を

抽出し、研修内容に見合う操作（震源要素の再解析）がで

きるかを見極める。 
CMT 解析は MARN にとって初の項目となるため、過去の

観測事例がある場合、解析の実習を行い、講師が達成度

を確認する。 
MARN 職員によってこれまで発表していた防災情報の内

容の見直しを行い、検討結果を報告する。 
津波判定フローの妥当性を MARN 職員に課し、改訂版を

策定する。 
但し、これらの研修は数値的な評価（点数表記等）はでき

ないが、研修員が一連の業務を遅滞なく実行できることを

確認する。 
② GPS 観測計 基礎知識の習得と観測機器

の理解 
1. 火山運動に伴う地盤変

動を理解する 
2. 地殻変動の原理（プレー

とテクトニクス）とデータ

への反映を理解する 

理解度を確認するために、各項目に対して各講師が作成

したテストを実施する。合格点に至らず、目標達成のため

の理解が不足していると判断された受講者に対しては補

修・追試を実施することとする。 
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分 野 成 果 成果の確認方法 

3. GPS 計の観測原理を理

解する 
4. 観測データから解析す

べき情報を判断できる 
観測データの品質管理と編

集・保管 
1. 異常データの判別、削

除、修正ができる 
2. 観測データを外部記憶

装置に保存し、適切に保

管できる 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の GPS データの中から講師が典型的な事例を抽出

し、研修内容に見合う判断（異常データの確認、修正もしく

は削除）ができるかを見極める。但し数値的な評価（点数

表記等）はできないが、研修員が GPS データを操作し、デ

ータ修正や保存の行為ができることを確認する。 

観測データの解析と防災情

報の抽出 
1. 地盤変動変位ベクトルの

解析方法を理解する 
2. 地盤変動の監視と火山

活動の監視ができる 
3. 地殻変動と地殻の歪の

蓄積場所の解析方法を

理解する 
4. 防災情報の作成 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の GPS データの中から講師が典型的な事例を抽出

し、研修内容に見合う操作（地盤変動変位ベクトルの解析）

ができるかを見極める。 
既存のデータから地盤変動変位ベクトルの解析、地殻変

動と地殻の歪の蓄積場所の解析等の実習を行い、講師が

達成度を確認する。 
MARN 職員によってこれまで発表していた防災情報の内

容の見直しを行い、検討結果を報告する。 
但し、これらの研修は数値的な評価（点数表記等）はでき

ないが、研修員が一連の業務を遅滞なく実行できることを

確認する。 
③ 潮位計 基礎知識の習得と観測機器

の理解 
1. 波浪、津波、高潮等の違

いがわかる 
2. 潮位計の種類と観測要

素の違いがわかる 
3. 表面波形への換算方法

を理解する 
4. 観測データから解析す

べき情報を判断できる 

理解度を確認するために、各項目に対して各講師が作成

したテストを実施する。合格点に至らず、目標達成のため

の理解が不足していると判断された受講者に対しては補

修・追試を実施することとする。 

観測データの品質管理と編

集・保管 
1. 異常データの判別、削

除、修正ができる 
2. 観測データを外部記憶

装置に保存し、適切に保

管できる 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の潮位波形データの中から講師が典型的な事例を

抽出し、研修内容に見合う判断（異常データの確認、修正

もしくは削除）ができるかを見極める。但し数値的な評価

（点数表記等）はできないが、研修員が潮位波形データを

操作し、データ修正や保存の行為ができることを確認す

る。 
観測データの解析と防災情

報の抽出 
1. 調和解析及び天文潮位

が作成できる 
2. 津波や高潮を分離でき

る 
3. 津波の監視 
4. 防災情報の作成 
5. 潮汐観測の応用（各種

基準面の解析、潮位予

測）方法を理解する 

理解度を確認するために、MARNシステムに保存されてい

る過去の潮位データの中から講師が典型的な事例を抽出

し、研修内容に見合う操作ができるかを見極める。 
１年間の観測のデータから潮位の調和解析および推算潮

位の実習を行い、講師が達成度を確認する。 
観測潮位データから推算潮位を除去し、異常潮位（津波

や高潮）の判定ができることを、講師が達成度を確認する。 
MARN 職員によってこれまで発表していた防災情報の内

容の見直しを行い、検討結果を報告する。 
既存の過去５年程度の潮位観測データから解析を行い、

潮位各種基準面解析、推算潮位、異常潮位検出等の実習

について講師が達成度を確認する。 
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5. ソフトコンポーネントの活動（投入計画） 

本計画のソフトコンポーネントの活動内容（投入計画）を以下に示す。実施リソースは受注コンサルタ

ントによる直接支援型とする。 

 

分野・対象者 研修内容 成果品 
実施リソース 
（人数・M/M） 

ステップ 1 （データ収集・解析）   

各分野共通 

【対象者】 

地 震 観 測 ・ 解 析 部

門、火山観測・解析

部門及び海洋観測・

解析部門の職員 

第 1 週： 
ú MARN システム（SNET）に保存さ

れたデータの調査及び、研修に

必要データの抽出 
ú 受講対象者の選定と技術指導内

容の協議 
第 2 週： 
ú 受講対象者のヒアリング 
ú 抽出したデータを基に講義用資

料作成の実施 

ステップ 2 にて作成 ■日本人講師： 
0.5M/M x 3 名 
（1.5M/M） 

■通訳兼補助要員 
（現地傭人） 
0.5M/M x 3 名 
（1.5M/M） 

ステップ 2 （講義、実習、評価試験で構成）   

① 地震計（強震計、

広帯域地震計） 

【対象者】 

地震観測・解析部門

職員 

(1) 基礎知識 
ú 地震現象と地震波の特性 
ú 地震計の種類、測定原理と機材

の特性 
ú 地震観測から得られるもの 

・保守点検マニュア

ル 

■日本人講師： 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

■通訳兼補助要員 
（現地傭人） 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

(2) 品質管理・データ編集 
ú 地震観測・処理システム 
ú 観測測器の精度維持 
ú 観測データのノイズと品質管理 
ú 観測データの編集・保管 

・運用指導マニュア

ル 
・定期点検簿 
・日常点検簿 

(3) 解析処理 
ú 震源要素の解析 
ú 地震発振震機構の解析（CMT 解

の解析） 
ú 防災情報の作成 

・解析マニュアル 
・津波判定フロー 

(4) 演習・実習  

(5) 評価  

② GPS 観測計 

【対象者】 

火山観測・解析部門

職員 

(1) 基礎知識 
ú 地殻変動現象と測定方法 
ú GPS 観測計の測定原理と機材の

特性 
ú 地殻変動観測から得られるもの 

・保守点検マニュア

ル 

■日本人講師： 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

■通訳兼補助要員 
（現地傭人） 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

 (2) 品質管理・データ編集 
ú GPS 地殻変動観測・処理システ

ム 
ú ・観測測器の精度維持 
ú ・観測データのノイズと品質管理 
ú ・観測データの編集・保管 

・運用指導マニュア

ル 
 
・定期点検簿 
・日常点検簿 

 (3) 解析処理 
ú 地殻変動の監視と火山活動の監

視 
ú 地殻変動変位ベクトルの解析 
ú 防災情報の作成 

・解析マニュアル 
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分野・対象者 研修内容 成果品 
実施リソース 
（人数・M/M） 

 (4) 演習・実習  

 (5) 評価  

③ 潮位計 

【対象者】 

海洋観測・解析部門

職員 

(1) 基礎知識 
ú 海の波の特性（波浪、潮汐、高

潮、津波） 
ú 潮位計の種類、測定原理と機材

の特性 
ú 潮位観測から得られるもの 

・保守点検マニュア

ル 

■日本人講師： 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

■通訳兼補助要員 
（現地傭人） 
1.0M/M x 1 名 
（1.0M/M） 

 (2) 品質管理・データ編集 
ú 潮位観測・処理システムについて 
ú 観測測器の精度維持 
ú 観測データのノイズと品質管理 
ú 観測データの編集・保管 

・運用指導マニュア

ル 
・定期点検簿 
・日常点検簿 

 (3) 解析処理 
ú 波浪、潮汐、高潮、津波の分離・

解析 
ú 津波の監視 
ú 潮汐観測の応用（標高、航路管

理、潮位予測） 
ú 防災情報の作成 

・解析マニュアル 
・調和解析プログラム 
・推算潮位プログラム 

 (4) 演習・実習  

 (5) 評価  

 

活動日程の詳細は以下の通りである。 

【ステップ 1】 （データ収集・解析） 
日 地震計 GPS 観測計 潮位計 
1 日本発 
2 エルサルバドル着 

3 
ソフトコンポーネントに関する MARN との協議（研修日程、研修内容、受講者選定依頼） 
技術協議（現状の解析技術、解析内容、成果物） 

4 
MARN システムからデータの抽出 

5 
6 

抽出データの解析 
7 
8 資料整理 
9 資料整理 
10 技術協議（実データを使用した MARN による再解析の実施、技術的課題の抽出） 
11 

抽出データの解析 
12 

13 
ソフトコンポーネントに関する依頼事項の確認（研修日程、受講者選定依頼） 
技術協議（現状の解析技術の課題、研修内容） 

14 エルサルバドル発 
15 日本着 
 

【ステップ 2】 （講義、実習、評価） 
日 地震計 GPS 観測計 潮位計 
1 日本発 
2 エルサルバドル着 
3 MARN 技術者との技術協議お MARN 技術者との技術協議お MARN 技術者との技術協議お
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日 地震計 GPS 観測計 潮位計 
よび研修のオリエンテーリング よび研修のオリエンテーリング よび研修のオリエンテーリング 

4 

地震観測の基礎学習 GPS 観測の基礎 潮位観測の基礎 
5 
6 
7 
8 資料整理 資料整理 資料整理 
9 資料整理 資料整理 資料整理 
10 

地震波形データの品質管理と

異常データの抽出 
GPS 波形データの品質管理と

異常データの抽出 

潮位波形データの品質管理と

異常データの抽出 11 

12 
野外研修（観測所でのデータ

回収） 

13 地震波形データの編集 
野外研修（観測所でのデータ

回収） 潮位波形データの品質管理と

異常データの抽出、修正 
14 

野外研修（観測所でのデータ

回収） 
GPS 波形データの品質管理と

異常データの抽出 
15 資料整理 資料整理 資料整理 
16 資料整理 資料整理 資料整理 
17 

震源要素解析の手法と実習 
地殻変動の監視と地震動の監

視 
調和解析と推算潮位 

18 各種基準面の解析 
19 

CMT 解析の手法と実習 地殻変動変位ベクトル解析 
潮汐解析の応用 

20 
津波解析 

21 
22 資料整理 資料整理 資料整理 
23 資料整理 資料整理 資料整理 
24 防災情報の作成 防災情報の作成 防災情報の作成 
25 研修の復習及び質疑 研修の復習及び質疑 研修の復習及び質疑 
26 

報告書作成 
27 
28 技術協議・報告 
29 エルサルバドル発 
30 日本着 
 

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法 

上記１．に示す通り、MARN の技術レベルは地震計データから地震の震源解析を行い、さらにその

解析結果から津波の有無を判定するなどの技術が整備され、国家の防災機関として一定水準の業務を

行っている。しかし、その解析手法は米国製や欧州製の自動解析プログラムによる出力結果を表示す

るだけで、震源解析の精度向上にはさらなる技術力の向上が必要とされる。本計画の調達品には広帯

域地震計が含まれているが、震源解析のためだけであれば高価な広帯域地震計は不要であり、広帯域

地震計が捉える短周期から長周期にわたる地震波データから地震の発震機構を解析しなければ調達

される機材を最大限生かすことにならない。GPS 計についても、観測されたデータを表示しているがそ

れ以上の解析は行われていない。同様に、潮位計についても観測データを表示するだけで、潮汐成分

を除去した異常潮位解析や津波波形解析が行われていない。昨年の東日本大震災でも明らかなように、

広帯域地震計データの解析から、３ヶ所の震源が連動して活動し、その結果総合的にマグニチュード 9
を超える巨大地震となったと言うメカニズムが解析された。また、GPS 観測から、このような連動型巨大地

震を推定する試みも始まった。さらに、潮位波形データから、波浪成分や潮汐成分を除去し、高潮や津

波を抽出する技術において、日本は先進的立場にある。 

更に、その運用方法については地震計、潮位計などを個別では無く MARN システムで一元的に管

理する必要がある。そのため、実施リソースについては、機材の仕様を深く精通していることを前提とす

ると共に、相手側の総合的な活用方法を理解している受注コンサルタントによる直接支援型が適切であ
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ると判断する。 

講師は、これらの地震波形解析や GPS 計解析、潮位波形解析について、それぞれの機材による計

測、収集、管理、解析、評価に係わる知識を豊富に有し、かつ業務経験または研究経験を有している

人材が望まれる。そのため、経歴としては、日本国の気象庁や国土地理院、またはそれらの関連機関に

所属していること、または所属していた経験を有することを条件とすることが適切であると考える。また、

実施要員（講師）のための通訳兼補助要員は、現地に居住する邦人通訳を雇用する。これらの実施要

員の選定及び確保は選定基準に準じてコンサルタントが実施する。また、実施状況の進捗管理は、実

施要員及び通訳兼補助要員からの定期報告を基にコンサルタントが責任を持って行い、現地の各機関

に対する進捗状況報告及び成果品提出はコンサルタントの指示の下、実施要員が直接行うことを基本

とする。 

 

7. ソフトコンポーネントの実施工程 

本計画のソフトコンポーネントの実施工程を下表に示す。事前調査及び準備作業（ステップ 1）は現地

機材据付工事期間中に行い、機材調達業者の MARN システム調整作業担当者との情報交換等を図り

つつ、最適な技術指導プログラムを立案する。日本人講師が自ら MARN システムより収集したデータを

基に国内で必要なデータを解析し、ステップ 2 での講義資料の作成を行う。また、技術指導（ステップ 2）

は、機材据付工事完了後に実施する。 

2 段階に分けることで、「エ」国の独自のシステム、データを基に技術指導が可能となり、相手国に合

せて効果の高いソフトコンポーネントが実施できる。 

 

表  ソフトコンポーネント実施工程表 

年 2014 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

機材据付工事 
（初期操作指導及び 
運用指導を含む） 

 
 

          

  

① 地震計  
   

        

② GPS 観測計   
 

         

③ 潮位計   
 

         

 ：事前調査、準備作業（ステップ 1）  ：技術指導（ステップ 2） 
：国内作業期間 

8. ソフトコンポーネントの成果品 

上記 5.項に示すとおり。 
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9. ソフトコンポーネントの概略事業費 

本計画のソフトコンポーネントの概略事業費を下表に示す。（現地再委託費用は発生しない。） 

費目 金額（千円） 

1. 直接人件費 3,465 
2. 直接経費 11,382 
3. 間接費 4,435 

合計： 19,282 

 

10. 相手国側の責務 

ソフトコンポーネントの実施後に、相手国側で必要となる実施事項は下記の通りである。 

(１) 管理体制の確立 

上記ソフトコンポーネントを実施した職員を中心に、MARN としてデータ管理、解析を適切に実

施する。また、習得内容については長期的に継承されていくような人材の確保をすること。 

(２) 定期点検、日常点検の実施 

５．コンポーネントの投入のステップ２にある、定期点検・日常点検を実施する。ソフトコンポーネ

ントを通して作成した点検簿を活用しつ、責任を持って点検を実施する体制を確立し、データの

更新、機器のメンテナンスについて滞りなくすること。 

(３) 地象、海象の情報収集と更新 

地象、または海象に係わる一般的な情報は各国の専門機関で収集されている情報を基に常に

更新されているため、MARN はグローバルな視点から情報を収集し、ソフトコンポーネント後も継

続して学習しその内容を更新することが求められる。 

(４) 予算確保 

上記に係わる経費を継続的に負担できるように、予算の確保に努める。 
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